
　

介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、
現
在
の

要
支
援
１
・
２
の
人
が
利
用
し
て
い
る
介

護
予
防
給
付
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
介
護
予

防
訪
問
介
護
と
介
護
予
防
通
所
介
護
の
２

つ
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
全
国
一
律
に

基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
か
ら
、
市
町
村
が
提
供

す
る
総
合
事
業
に
移
行
さ
れ
ま
す
。

　

町
で
は
４
月
１
日
か
ら
、
総
合
事
業
を

開
始
し
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
の
介
護
予
防

と
日
常
生
活
の
自
立
を
支
援
し
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
人
で
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
総
合
事
業
の
「
介
護
予
防
・
生
活

支
援
サ
ー
ビ
ス
」
の
み
を
利
用
し
た
い
人

は
、
要
介
護
認
定
を
受
け
な
く
て
も
、
基

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
判
定
に
よ
り
、
介

護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
基
本

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
生
活
状
況
や
健
康
状

態
等
を
確
認
す
る
調
査
票
で
す
）。

　
「
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
」

に
は
、
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
と
通
所
型
サ
ー

ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
…
掃
除
や
調
理
な
ど
の

生
活
援
助
や
入
浴
介
助
な
ど
の
身
体
介
護

を
行
い
ま
す
。

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
…
施
設
に
通
っ
て
日
帰

り
で
機
能
訓
練
や
生
活
援
助
な
ど
を
行
い

ま
す
。

介
護
認
定
を
受
け
な
く
て
も

一
部
利
用
可
能
な
サ
ー
ビ
ス

一
般
介
護
予
防
事
業

　

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

の
中
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
「
一
般
介
護
予

防
事
業
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、

65
歳
以
上
の
人
な
ら
誰
で
も
利
用
で
き
ま

す
。
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
判
定
を
受

け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。三
芳
町
で
は
、

リ
ハ
ビ
リ
相
談
、
い
も
っ
こ
体
操
等
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

利用できるサービスには、「①介護サービス」、「②介護予防サービス」、「③介護予防・日常
生活支援総合事業」の 3種類があり、身体状態等により利用できるサービスが異なります。

これらのサービスを利用する場合は三芳町役場健康増進課で手続きが必要です。

介護保険の
「①介護サービス」
が利用できます。

～介護保険サービス利用までの流れ～

担　当　地　区 相　談　窓　口
第 1 地区
上富全域、北永井全域、
藤久保 3 区、6 区

地域包括支援センター 埼玉セントラル
三芳町上富 2177
☎ 049-274-2080

第 2 地区
藤 久 保 1 区、2 区、4 区、5 区、
竹間沢全域、みよし台 1 区

地域包括支援センター みずほ苑みよし
三芳町竹間沢 735-1
☎ 049-293-7341

町内全域（担当地区に関わらず
相談をお受けします。）
※ケアプラン作成を除く

三芳町地域包括支援センター
三芳町藤久保 1100-1 三芳町役場 1 階

☎ 049-258-0019

※健康増進課以外でも相談を受け付けています。介護保険の「②介護予防サー
ビス」が利用できます。

65 歳以上の人で訪問型サービスや通所型
サービスのみを利用したい人が受けます。
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「介護予防・生活支援サービス事業」
が利用できます。

「一般介護予防事業」が利用できます。

③ 介護予防・日常生活支援総合事業

問　健康増進課　介護保険担当　内184～ 187

65 歳以上の人で「介護サービス」や「介護予
防サービス」を利用したい人、40～ 64 歳の
人で特定疾病の対象となる人が受けます。

『基本チェックリスト』『要介護・要支援認定』

要介護 1 ～ 5
の人 非該当の人要支援 1・2

の人
自立した生活
が送れる人

生活機能の低下
がみられた人
介護予防・日常生活支
援サービス事業対象者（ ）

三芳町役場 健康増進課に相談
※本人のほか、家族でも相談、申請ができます。

※いもっこ体操の様子

介護予防・日常生活支援総合事業
が始まります。

　H29 年 4 月
　から
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